
 

総 務 協 議 会 協 議 事 項  
 
 
 
 

 

 ○ 所管事項の報告について 

１ 八戸飛行場周辺の第一種区域等の見直しに係る対応について 

２ 第２回八戸市総合計画策定委員会の開催について 

３ 八戸市多文化共生推進プラン（案）について 

４ 八戸市カスタマーハラスメント対策基本方針の策定について 

５ マイナンバーカードを活用した証明書等自動交付機（キオスク端末）の 

設置について 

６ 令和７年度八戸市一般会計補正予算専決処分について 

７ 令和７年八戸市の火災と救急・救助について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和８年１月 21 日(水) 

   午前 10 時 

場所 第一委員会室 
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八戸飛行場周辺の第一種区域等の見直しに係る対応について 

１ 第一種区域について 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第４条により規定される、「自衛隊等の

航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認め

て防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域」のこと。 

当該区域が指定された際に区域内に存在する住宅の所有者等は、住宅防音工事等の補

助を受けることができる。 

八戸市は、昭和 58年に区域が指定され、以後見直しは行われていない。 

同法制定後、飛行場に配備される機種の変更等により、騒音状況が大きく変化してい

ることから、全国各地で区域の騒音調査・見直しが行われている。 

調査の結果、八戸市の第一種区域は区域全体が指定解除となる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第一種区域指定解除の理由 

⑴ 配備機種の変更(Ｐ－２Ｊ⇒Ｐ－３Ｃ)による性能向上(静粛化) 

⑵ 調査対象機種(Ｐ－３Ｃ)の飛行回数減（79回⇒45回（43％減）） 

 

３ 見直しの経緯 

・平成 28 年～29 年度：防衛省において区域の見直しを計画。 

しかし全国各地での調査との兼ね合いで延期。 

・令和４～６年度：八戸飛行場周辺 25箇所で調査を実施 

・令和７年度中 ：騒音コンター※作成、騒音区域を決定 

 

 

 

 

 

 

  

総 務 協 議 会 資 料 
令和８年１月 21 日 
危 機 管 理 課 

※コンター：評価値が同じ点を結んだ線を描いた地図 

高さを示す等高線を記した地図もコンター図の一種であり、 

騒音コンターとは騒音の値を等高線のように記している 

図のこと 

昭和 58 年時の配備機種 P-2J 現在の配備機種 P-3C 

（昭和 60 年配備開始） 

コンターのイメージ 

将来の配備機種 P-1 

（令和 11 年以降配備予定） 
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４ 第一種区域指定解除による影響 

・第一種区域の指定解除に伴い、区域指定時に区域内に存在していた住宅の所有者等は、

住宅防音工事等に対する補助を受けることができなくなるが、指定解除の告示から約

１年半の間は経過措置が取られ、その間に防音工事を申し込めば、これまで同様に補

助を受けられる。 

東北防衛局では、第一種区域内の全世帯へ第一種区域の指定解除と住宅防音工事等の

終了を周知するポスティングを実施、併せて専用のコールセンターを設置して対応す

る。 

・防衛省から市への交付金、補助金の交付に影響はない見込み。 

 

５ 市の対応 

令和７年 12月 25日(木) 東北防衛局から市長へ第一種区域等見直しの概要説明 

市長から東北防衛局長に対し以下の３点を口頭で要望 

・区域内の市民へ経過措置に関する周知の徹底 

・区域の見直しにより八戸飛行場に関する交付金や補助金

へ影響が出ないように取り計らうこと 

・市主催の住民説明会で概要説明を行うこと 

令和８年１月９日(金)・10 日(土) 住民説明会を実施（主催：八戸市 説明：東北防衛局） 

９日 18:30～、10日（1回目 11:00、２回目 14:00） 

場 所：海上自衛隊八戸航空基地広報資料館 

対象者：第一種区域内の町内会長、連合町内会長計 10名 

出席者：５名 

 

６ 区域等見直しに向けた今後のスケジュール 

令和７年度内 第一種区指定域解除告示（予告） 

東北防衛局による区域指定解除のプレスリリース 

告示から 1年半後（令和９年中） 第一種区域指定解除 

 

 

 



第２回八戸市総合計画策定委員会の開催について 

 

次期八戸市総合計画の策定について、有識者等で構成する「第２回八戸市総合計画策定委

員会」を開催しましたので、その概要を報告いたします。 

 

１．第２回八戸市総合計画策定委員会の概要 

（１）開催概要 

・日時：令和８年１月 16日（金） 

・場所：八戸商工会館 

 

（２）主な審議内容及び審議結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・案１ 現行の第７次総合計画と同様とする案 （政策－施策の方向性－施策）  

・案２ 第７次総合計画の３要素から「施策」を除く案 （政策－施策の方向性）  

 

２．条例の見直しについて 

「八戸市議会の議決すべき事件を定める条例」に係る議決すべき事件に関する規定の見直し

を提案する予定（令和８年３月議会）。 

 

３．第３回策定委員会の開催等について 

  令和８年４月 21日（火）に主に基本構想部分について審議していただく予定。 

総 務 協 議 会 資 料 

令和８年 1 月 2 1 日 

総合政策部 政策推進課 

基本計画の構成について、事務局が提示した

２案を基に審議された。 

その結果、基本計画の策定コンセプトである

「時代の変化に適時適切に対応するため、柔軟

性かつ機動性を確保できるものとする」ことを踏

まえ、基本計画の構成としては、大きな方向性を

示す「施策の方向性」までを設定し、第７次八戸

市総合計画で明記していた施策部分について

は、各課の個別計画を位置付ける案２で決定さ

れた。 



 

総 務 協 議 会 資 料 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ １ 日 

総合政策部市民連携推進課 









八戸市カスタマーハラスメント対策基本方針の策定について 

１ 策定の趣旨 

⚫ 社会全体でカスタマーハラスメントが深刻な問題となっており、民間企業や他自治

体においてもカスタマーハラスメントに対する対応方針の策定が進んでいる。

⚫ 当市においては、令和７年８月に実施した職員アンケートの結果、回答した約 800

人のうち、53.9%の職員が過去３年間にカスタマーハラスメントを受けた経験があ

ると回答。

⚫ この割合は、※中核市の平均や青森県を上回る水準にあり、カスタマーハラスメン

ト対策は喫緊の課題である。

⚫ 市として職員の安全と尊厳を守るとともに、市民の皆様に対し、引き続き適正な行

政サービスを安定的に提供し続けることを目的として本方針を策定し、公表するも

の。

※カスタマーハラスメントを受けた経験のある職員の割合

都道府県：29.2％、中核市・特別区：36.7%、町村：32.1%（R7.4総務省調査） 

青森県：46.8％（R7.9青森県調査） 

２ 八戸市カスタマーハラスメント対策基本方針 

別紙のとおり 

３ 公表及び周知方法 

⚫ 八戸市ホームページへの掲載

⚫ 庁内窓口への掲示

総 務 協 議 会 資 料 

令和 8 年１月 21 日 

総 務 部 人 事 課 



令和８年１月 策定 

八戸市カスタマーハラスメント対策基本方針 

 

１ 基本的な考え方 

 八戸市では、皆様から寄せられるご要望やご意見等は、行政サービスの改善につながるものとして、

真摯に対応することを心掛けております。 

一方で、寄せられるご要望やご意見等の中には、いわゆるカスタマーハラスメントに該当する行為

もあり、職員の就業環境の悪化や本来の業務への支障、他の利用者の皆様へのサービス低下につなが

る場合もあります。 

八戸市では、これらのカスタマーハラスメントが確認された際には、職員を守るとともに、引き続

き市民の皆様に適正な行政サービスを提供するため、組織一丸となって対応していきます。 

 

２ カスタマーハラスメントの定義及び該当する行為 

【カスタマーハラスメントの定義】 

 市民等から職員に対する要望・意見等の要求のうち、「要求内容の妥当性に照らして、その要求を実

現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」であって、「職員の就業環境が害されるもの」 

【カスタマーハラスメントに該当する行為】 

１ 脅迫・威圧（威嚇、恫喝の濫用により職員に圧力をかける発言） 

２ 報復・社会的制裁（制裁や復讐を目的する SNSへの投稿） 

３ 物理的威圧・接触（物を叩く、机を蹴る、身体的攻撃などの行為） 

４ 暴言・誹謗中傷（暴言、人格否定、誹謗中傷、執拗に追い詰めるなどの発言） 

５ プライバシー侵害（個人情報の詮索、家族構成や経歴を問う発言） 

６ 時間的拘束・業務妨害（長時間の拘束、業務と無関係な要求） 

７ 過剰要求（法律や制度のほか、常識を超えた対応の要求） 

８ 性的言動（性的な発言や質問などによって職員を不快にさせ、尊厳を傷つける行為） 

※上記は例示であり、これらに限るものではありません。 

 

３ カスタマーハラスメントへの対応 

 ・カスタマーハラスメントと判断される行為等が認められた場合は、職員を守るため、組織的に対

応します。 

 ・悪質な行為や犯罪行為と判断される行為等が認められた場合は対応を中断させていただくほか、

警察や弁護士に相談のうえ、法的措置を含め、厳正に対応します。 

 

４ カスタマーハラスメント対策 

 ・カスタマーハラスメントに対する八戸市の基本姿勢の明確化 

 ・職員研修の実施及び相談体制の整備 

 ・庁内への掲示及び来庁者への周知 

 ・カスタマーハラスメントの抑止等につながる設備の導入 



 

マイナンバーカードを活用した証明書等自動交付機（キオスク端末）の設置について 

 

１ 目的 

本庁舎及び市内郵便局にマイナンバーカードを活用した証明書等自動交付機（キオスク

端末）を新たに設置し、操作支援を伴う実際の証明書取得の体験により、その利便性を理

解してもらうことで、身近なコンビニエンスストア等における証明書取得サービスの利用

促進につなげ、市民の更なる利便性向上を図る。 

なお、キオスク端末の活用促進については、令和８年度から３年間を計画期間とする第

２期八戸市デジタル推進計画の主な取組として位置付ける予定である。 

キオスク端末本体    設置場所（市民課窓口から撮影） 

     

 

２ 設置場所及び利用時間 

建物 設置場所 利用時間 

八戸市庁 本館 1階待合ホール案内係の横 月曜日から金曜日 

8時 15分から 17時まで 

八戸西郵便局 

（長苗代字二日市） 

受付カウンターの前方 月曜日から金曜日 

9時から 17時まで 

 

３ 取得できる証明書 

証明書の種類 手数料 

住民票の写し 300円 

印鑑登録証明書 300円 

戸籍謄本・抄本（全部・個人事項証明書） 450円 

戸籍の附票の写し 300円 

 

４ 手数料の支払方法 

現金、キャッシュレス決済（ハチカ・Suica等の交通系電子マネーと WAON） 

 

５ キオスク端末の操作方法 

コンビニエンスストア等での証明書取得と同様に、マイナンバーカードの読み取り及び

4桁の暗証番号を入力することにより、簡単に証明書を取得することができる。 

 

６ サービス開始日 

令和８年２月２日 

総 務 協 議 会 資 料 

令和 8 年 1 月 2 1 日 

総 務 部 情 報 政 策 課 



総 務 協 議 会 資 料 

令和 8 年 1 月 21 日 

財 政 部 財 政 課 

 

令和７年度八戸市一般会計 

補正予算専決処分の概要  

処分年月日 令和 8 年 1 月 21 日 

 

 

◎ 一般会計補正予算 
 

   １ 歳 出  ---------------------------------------------------  １１６，４２５千円 

     衆議院議員総選挙経費     

      ・投開票事務に係る報酬、事務従事者手当等     42,517 

・ポスター掲示場設置管理等各種委託料       38,951 

・投票所入場券郵送料等通信運搬費         11,746  

・その他需用費、使用料、備品購入費 

等選挙事務執行経費               23,211  

 

 

２ 歳 入 ---------------------------------------------------  １１６，４２５千円 

    (1) 県支出金                    116,215 

      (2) 繰越金                          210 

 



                                   総 務 協 議 会 資 料 

        令和８年１月21日 

                                   財 政 部 財 政 課 

 

 

                                処分年月日 令和８年１月30日  

 

 

 

   令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震等により被害を受けた公共施設 

及び市内中小企業者等の災害復旧に要する経費について、早急に予算措置を講ずる必要が生じ 

たので、補正予算の専決処分を行うものである。 
 
 
 

◎ 一般会計補正予算 

 

 

   １ 歳 出 ７４５，１３５千円 

 

(1) 被災住家解体撤去支援事業費等（衛生費） 42,253 

(2) 中小企業被災資産復旧補助金（商工費） 500,000 

(3) 公共施設災害復旧費（災害復旧費） 202,882 

・保健体育施設災害復旧費 89,553 

・社会教育施設災害復旧費 50,468 

・商工観光施設災害復旧費 18,798 

・土木施設災害復旧費 12,386 

・消防施設災害復旧費 10,447 

・その他公共施設災害復旧費 21,230 

 

   ２ 歳 入  ７４５，１３５千円 

 

(1) 国庫支出金 35,858 

(2) 繰越金 44,577 

(3) 市債 164,700 

(4) その他 500,000 

   

  

  

 

 

  ※なお、今後、被害状況の精査により金額等が変動する場合もあり、最終的にそれらの状況を 

見ながら調整を行い、専決処分するものである。  

 

 

令和７年度八戸市一般会計 

補正予算専決処分の概要  
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